
平
成
十
九
年
六
月
十
二
日
提
出

質

問

第

三

七

八

号

徳
山
ダ
ム
に
係
る
木
曽
川
連
絡
導
水
路
事
業
の
目
的
と
効
果
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

近

藤

昭

一

378



徳
山
ダ
ム
に
係
る
木
曽
川
連
絡
導
水
路
事
業
の
目
的
と
効
果
に
関
す
る
質
問
主
意
書

二
〇
〇
七
年
三
月
二
三
日
の
衆
議
院
環
境
委
員
会
で
の
質
疑
及
び
そ
れ
に
対
す
る
政
府
参
考
人
答
弁
を
踏
ま
え
、
「
徳
山
ダ

ム
に
係
る
木
曽
川
連
絡
導
水
路
事
業
」
は
現
段
階
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
目
的
な
の
か
、
ど
の
よ
う
な
効
果
が
見
込
ま
れ
る

の
か
に
関
し
、
以
下
質
問
す
る
。

「
徳
山
ダ
ム
に
係
る
木
曽
川
連
絡
導
水
路
事
業
」
（
以
下
「
当
事
業
」
と
い
う
）
の
現
段
階
の
構
想
で
は
、
目
的
は
二
つ
と

さ
れ
て
い
る
。

・
異
常
渇
水
時
の
緊
急
水
補
給
に
よ
る
河
川
環
境
の
改
善
等

・
新
規
利
水
の
補
給

し
か
し
、
現
段
階
で
は
利
水
補
給
（
四
�
／
秒
）
を
受
け
る
べ
き
利
水
者
（
愛
知
県
・
名
古
屋
市
）
は
、
具
体
的
に
こ
の
新

規
利
水
を
利
用
す
る
計
画
は
立
て
て
い
な
い
。
そ
の
中
で
強
調
さ
れ
て
い
る
の
が
、
「
異
常
渇
水
時
の
緊
急
水
補
給
に
よ
る
河

川
環
境
の
改
善
」
で
あ
り
、
そ
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
規
模
は
一
九
九
四
年
の
既
往
最
大
規
模
渇
水
で
あ
る
。

（
「
徳
山
ダ
ム
に
係
る
導
水
路
検
討
会
」
資
料
（
以
下
「
Ｈ
Ｐ
資
料
」
と
い
う
）
に
よ
る
と
一
九
九
四
年
規
模
渇
水
時
に
は

徳
山
ダ
ム
の
利
水
容
量
は
枯
渇
す
る
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
以
下
「
一
九
九
四
年
規
模
渇
水
時
」
と
い
う
場
合
、
「
徳
山
ダ
ム

一



の
利
水
枯
渇
後
は
緊
急
水
（
二
〇
�
／
秒
）
の
み
導
水
」
の
場
合
と
し
て
質
問
す
る
。
ま
た
大
勢
が
「
上
流
案
」
で
あ
る
こ
と

か
ら
「
上
流
案
」
を
現
段
階
の
「
計
画
案
」
と
し
て
、
質
問
す
る
。
）

一

当
事
業
で
得
ら
れ
る
「
異
常
渇
水
時
の
緊
急
水
補
給
に
よ
る
河
川
環
境
の
改
善
」
は
、
今
渡
地
点
よ
り
下
流
と
な
る
。

「
木
曽
川
水
系
河
川
整
備
基
本
方
針
」
は
、
当
年
度
の
遅
く
な
い
時
期
に
策
定
さ
れ
る
予
定
と
し
て
い
る
以
上
、
「
木
曽

川
水
系
河
川
整
備
基
本
方
針
原
案
」
は
、
事
務
方
と
し
て
か
な
り
固
ま
っ
て
き
て
い
る
も
の
と
思
料
す
る
。
こ
の
「
原
案
」

で
、
現
工
事
実
施
基
本
計
画
で
正
常
流
量
が
定
め
ら
れ
て
い
る
今
渡
地
点
よ
り
下
流
地
点
（
馬
飼
・
鳴
戸
地
点
）
で
の
正
常

流
量
を
定
め
る
予
定
が
あ
る
か
。

も
し
定
め
な
い
と
す
る
と
、
当
事
業
の
「
異
常
渇
水
時
の
緊
急
水
補
給
に
よ
る
河
川
環
境
の
改
善
等
」
の
法
的
根
拠
は
ど

の
よ
う
に
解
す
べ
き
か
。

二

「
異
常
渇
水
時
の
緊
急
水
補
給
に
よ
る
河
川
環
境
の
改
善
」
に
つ
い
て

（
一
）

一
九
九
四
年
の
渇
水
は
「
既
往
最
大
」
で
あ
る
が
、
そ
の
規
模
の
渇
水
の
発
生
確
率
を
ど
の
程
度
と
計
算
し
て
い

る
か
。
そ
の
算
出
根
拠
も
含
め
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
二
）

一
九
九
四
年
の
渇
水
の
際
の
木
曽
川
で
の
河
川
環
境
被
害
に
つ
き
、
ど
の
よ
う
な
調
査
資
料
が
あ
る
の
か
。

二



こ
の
こ
と
に
つ
き
、
長
期
に
わ
た
っ
て
説
明
を
求
め
て
き
た
市
民
団
体
に
対
し
、
国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局

の
担
当
者
は
、
二
〇
〇
七
年
二
月
二
六
日
段
階
で
、
資
料
の
存
在
の
有
無
も
回
答
で
き
な
か
っ
た
。

前
記
市
民
団
体
役
員
が
、
同
年
四
月
六
日
（
受
付
は
同
月
九
日
）
に
行
政
文
書
開
示
請
求
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
中

部
地
方
整
備
局
長
は
以
下
の
二
つ
を
五
月
七
日
に
開
示
決
定
し
た
。

・
平
成
六
年
度
渇
水
に
お
け
る
河
川
環
境
調
査
の
資
料
（
国
部
整
総
情
第
三
三
号
）

・
Ｈ
六
年
度
渇
水
に
関
す
る
河
川
環
境
の
追
跡
調
査
（
国
部
整
総
情
第
三
四
号
）

同
月
九
日
に
開
示
請
求
者
が
閲
覧
し
た
限
り
で
は
、
一
九
九
四
年
渇
水
時
に
木
曽
川
中
流
部
で
、
断
続
的
な
「
瀬

切
れ
」
が
見
ら
れ
た
が
、
そ
れ
が
大
き
な
環
境
被
害
で
あ
っ
た
と
評
価
で
き
る
も
の
と
は
思
え
な
か
っ
た
と
語
っ
て

い
る
。
そ
し
て
「
追
跡
調
査
」
を
見
る
と
、
ほ
と
ん
ど
が
回
復
し
て
お
り
、
生
態
系
に
大
改
変
が
あ
っ
た
と
は
評
価

で
き
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

開
示
し
た
も
の
の
他
に
、
深
刻
な
環
境
被
害
を
窺
わ
せ
る
資
料
が
存
在
す
る
の
か
。

（
三
）

一
九
九
四
年
の
渇
水
の
際
の
木
曽
川
で
の
河
川
環
境
被
害
が
、
徳
山
ダ
ム
か
ら
緊
急
水
二
〇
�
／
秒
を
補
給
す
る

こ
と
で
、
ど
の
よ
う
な
被
害
軽
減
効
果
が
あ
る
の
か
。

三



前
記
開
示
請
求
者
は
、
同
時
に
「
一
九
九
四
年
渇
水
時
の
木
曽
川
（
特
に
犬
山
頭
首
工
よ
り
下
流
）
の
環
境
被
害

軽
減
対
策
の
検
討
に
係
る
資
料
」
の
開
示
請
求
を
行
っ
た
が
、
五
月
七
日
付
け
で
中
部
地
方
整
備
局
長
は
、
「
該
当

す
る
行
政
文
書
は
不
存
在
」
と
通
知
し
て
い
る
（
国
部
整
総
情
第
三
二
号
）
。

�

「
異
常
渇
水
時
に
徳
山
ダ
ム
か
ら
緊
急
水
補
給
（
二
〇
�
／
秒
）
す
る
こ
と
で
河
川
環
境
被
害
を
軽
減
す
る
」

と
い
う
の
は
、
科
学
的
根
拠
を
欠
く
稚
拙
な
「
イ
メ
ー
ジ
」
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
程
度
の
「
イ

メ
ー
ジ
」
で
当
事
業
の
検
討
が
な
さ
れ
て
き
た
と
解
し
て
よ
い
の
か
。

�

�
の
レ
ベ
ル
で
、
こ
れ
ま
で
「
調
査
費
」
を
予
算
化
し
て
き
た
の
は
適
切
と
い
え
る
か
。

昨
年
度
及
び
今
年
度
の
「
調
査
費
」
の
使
途
の
細
目
を
明
ら
か
に
し
、
「
調
査
費
」
予
算
化
の
妥
当
性
を
説
明

さ
れ
た
い
。

�

三
月
二
三
日
衆
議
院
環
境
委
員
会
に
お
け
る
門
松
政
府
参
考
人
答
弁
で
は
「
な
お
、
異
常
渇
水
時
に
お
き
ま
す

緊
急
水
の
補
給
に
よ
り
ま
し
て
、
木
曽
川
の
環
境
に
ど
の
よ
う
な
効
果
が
あ
る
か
、
定
量
的
に
把
握
す
べ
く
、
今

検
討
し
て
い
る
最
中
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
実
際
は
、
「
木
曽
川
の
環
境
に
ど
の
よ
う
な
効
果
が

あ
る
か
、
定
量
的
に
把
握
す
」
る
た
め
の
条
件
す
ら
存
在
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。

四



定
量
的
把
握
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
な
ら
「
文
書
不
存
在
」
と
い
う
決
定
が
誤
り
で
あ
り
、
実
は
別
に
検
討
資

料
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
か
。

�

こ
れ
ま
で
「
不
存
在
」
だ
っ
た
資
料
が
、
「
こ
れ
か
ら
」
（
す
で
に
一
九
九
四
年
渇
水
か
ら
一
三
年
経
過
し
て

い
る
）
作
成
さ
れ
、
被
害
軽
減
の
根
拠
資
料
と
な
る
と
す
れ
ば
、
非
常
に
不
可
解
で
あ
る
。
理
解
し
う
る
説
明
を

さ
れ
た
い
。

（
四
）

前
述
を
踏
ま
え
、
緊
急
水
（
二
〇
�
／
秒
）
を
導
水
し
た
場
合
、
一
九
九
四
年
規
模
渇
水
に
お
け
る
木
曽
川
で
の

河
川
環
境
被
害
の
軽
減
効
果
の
具
体
的
な
予
測
及
び
当
事
業
の
必
要
性
・
妥
当
性
を
根
拠
を
も
っ
て
示
さ
れ
た
い
。

三

二
と
関
連
し
、
費
用
便
益
に
つ
い
て

（
一
）

当
初
か
ら
便
益
の
算
出
を
せ
ず
に
、
身
替
わ
り
建
設
費
の
み
と
比
較
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
そ
の
理
由
を
、
分
か

り
や
す
く
説
明
さ
れ
た
い
。

（
二
）

「
こ
れ
ま
で
」
の
あ
り
方
は
（
一
）
の
通
り
だ
と
し
て
も
、
公
共
事
業
に
対
し
て
、
国
民
の
極
め
て
厳
し
い
見
方

（
参
照
と
し
て
国
交
省
二
〇
〇
七
年
三
月
二
三
日
「
社
会
資
本
整
備
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
（
説
明
責
任
）
向
上

行
動
指
針
」
）
が
あ
る
現
在
、
「
得
ら
れ
る
効
果
」
を
算
出
し
、
費
用
便
益
比
（
Ｂ
／
Ｃ
）
を
提
示
す
る
べ
き
で
あ

五



る
と
考
え
る
が
い
か
が
か
。

（
三
）

一
方
、
「
異
常
渇
水
時
の
緊
急
水
補
給
」
効
果
に
つ
い
て
は
、
徳
山
ダ
ム
（
本
体
）
建
設
事
業
の
Ｂ
／
Ｃ
に
お
い

て
、
す
で
に
便
益
と
し
て
計
上
し
て
い
る
も
の
と
考
え
る
（
二
〇
〇
四
年
五
月
二
〇
日
「
三
県
一
市
調
整
会
議
」
資

料
「
二
次
ア
ロ
ケ
」－

治
水
�
渇
水
）
。
と
す
れ
ば
、
も
と
も
と
当
事
業
に
は
「
便
益
（
効
果
）
」
は
存
在
し
な
い

の
で
は
な
い
か
。

（
四
）

他
の
河
川
に
比
べ
て
特
段
に
「
河
川
環
境
の
改
善
」
に
費
用
を
か
け
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
が
、
そ
の
合
理
的

理
由
は
何
か
。
他
の
河
川
と
の
比
較
も
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

当
事
業
の
環
境
影
響
評
価
に
つ
い
て

（
一
）

当
事
業
は
「
全
体
と
し
て
七
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
超
え
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
環
境
影
響
評
価
法
（
以
下
「
環
境
ア

セ
ス
法
」
と
い
う
）
の
適
用
外
と
さ
れ
る
の
か
。
「
環
境
改
善
」
を
目
的
と
す
る
事
業
で
環
境
影
響
評
価
が
な
さ
れ

な
い
、
と
い
う
こ
と
自
体
、
法
の
趣
旨
を
逸
脱
す
る
と
考
え
る
が
い
か
が
か
。

（
二
）

具
体
の
「
環
境
影
響
」
に
つ
い
て

�

ト
ン
ネ
ル
を
掘
る
こ
と
に
よ
り
大
量
の
掘
削
残
土
（
ズ
リ
）
が
出
る
が
、
こ
れ
が
も
た
ら
す
環
境
へ
の
影
響
は

六



多
大
で
あ
る
。
実
際
に
東
海
環
状
自
動
車
道
で
は
、
こ
の
残
土
に
よ
る
環
境
被
害
が
発
生
し
、
そ
の
対
策
に
は
時

間
も
費
用
も
か
か
っ
て
い
る
。

掘
削
残
土
が
環
境
に
与
え
た
影
響
に
つ
き
、
こ
れ
ま
で
の
事
例
を
簡
潔
に
示
し
て
欲
し
い
。

�

揖
斐
川
か
ら
木
曽
川
へ
と
本
来
の
河
川
で
は
あ
り
え
な
い
水
の
流
れ
を
作
る
こ
と
に
な
る
が
、
水
棲
生
物
（
微

生
物
を
含
む
）
等
の
あ
り
よ
う
も
含
め
て
、
こ
う
し
た
こ
と
の
生
態
系
へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
知

見
が
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
な
い
の
か
。

�

地
下
に
大
き
な
導
水
管
が
通
る
こ
と
に
よ
り
、
地
下
水
脈
に
影
響
が
出
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

平
成
一
九
年
一
月
九
日
に
は
「
都
市
高
速
道
路
外
郭
環
状
線
（
世
田
谷
区
宇
奈
根
〜
練
馬
区
大
泉
町
間
）
に
係

る
環
境
影
響
評
価
書
」
に
対
し
て
環
境
大
臣
が
意
見
を
提
出
し
、
そ
の
中
で
「
水
循
環
に
係
る
環
境
保
全
措
置
に

つ
い
て
」
「
地
下
水
質
の
保
全
に
つ
い
て
」
な
ど
地
下
の
水
循
環
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
。

当
事
業
の
よ
う
な
大
規
模
事
業
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
当
然
に
も
環
境
ア
セ
ス
法
を
適
用
し
、
き
ち
ん
と

環
境
影
響
評
価
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
い
か
が
か
。

五

三
月
二
三
日
衆
議
院
環
境
委
員
会
に
お
け
る
門
松
政
府
参
考
人
答
弁
に
つ
い
て

七



「
平
成
六
年
、
一
九
九
四
年
の
渇
水
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
木
曽
川
の
既
往
最
大
と
い
う
渇
水
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
被
害

の
具
体
的
な
例
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
延
べ
十
日
間
に
わ
た
っ
て
飲
み
水
、
水
道
水
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
断
水
し
て
お
り
ま

す
。
十
日
間
の
う
ち
で
、
最
大
十
九
時
間
の
断
水
を
行
っ
た
日
も
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
ま
し
て
、
約
百
二
十
万
人

の
人
た
ち
の
飲
み
水
が
不
自
由
を
い
た
し
ま
し
た
。
」＝

Ａ
、
「
ま
た
、
木
曽
川
水
系
に
立
地
し
ま
す
工
場
の
生
産
に
影
響

が
出
ま
し
て
、
約
二
百
七
十
億
円
も
の
被
害
を
受
け
て
お
り
ま
す
。
」＝

Ｂ

（
い
ず
れ
も
議
事
録
よ
り
）

（
一
）

Ａ
に
つ
い
て

Ｈ
Ｐ
資
料
に
よ
れ
ば
、
一
九
九
四
年
規
模
渇
水
で
は
「
徳
山
ダ
ム
の
利
水
枯
渇
後
は
緊
急
水
（
二
〇
�
／
秒
）
の

み
導
水
」
と
な
り
、
利
水
補
給
は
止
ま
る
。

�

前
記
答
弁
の
よ
う
な
「
被
害
」
に
つ
い
て
は
、
当
事
業
に
よ
っ
て
被
害
軽
減
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で

は
な
い
か
。

�

「
緊
急
水
」
は
「
治
水
」
費
用
と
し
て
計
上
さ
れ
（
全
国
の
納
税
者
が
）
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
水

道
事
業
は
公
営
企
業
会
計－

独
立
採
算
を
原
則
と
し
て
い
る
。
こ
の
答
弁
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
、
公
営
企
業
会

計
の
原
則
と
の
整
合
性
と
の
関
係
で
分
か
り
や
す
く
説
明
さ
れ
た
い
。

八



�

も
し
、
〝
実
際
に
水
が
補
給
さ
れ
れ
ば
、
（
費
用
負
担
な
ど
に
よ
る
法
的
制
約
を
超
え
て
）
融
通
で
き
る
か

ら
〞
と
い
う
論
理
で
あ
る
な
ら
ば
、
水
利
権
に
つ
き
踏
み
込
ん
だ
調
整
が
可
能
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
一

九
九
四
年
渇
水
時
で
も
、
早
期
に
大
胆
な
水
利
権
調
整
を
行
っ
て
い
れ
ば
厳
し
い
断
水
被
害
を
回
避
可
能
で
あ
っ

た
は
ず
だ
、
と
い
う
研
究
結
果
も
存
在
す
る
。
と
す
れ
ば
、
や
は
り
前
記
答
弁
の
よ
う
な
「
被
害
」
の
軽
減
を
、

多
額
の
公
金
を
投
入
す
る
当
事
業
の
「
目
的
及
び
効
果
」
と
し
て
挙
げ
る
の
は
、
不
適
切
で
は
な
い
か
。

＊
主
と
し
て
、
伊
藤
達
也
・
金
城
学
院
大
学
教
授
の
著
作
参
照

「
水
資
源
政
策
の
失
敗－
長
良
川
河
口
堰－

」
（
共
著
、
二
〇
〇
三
）
、
「
水
資
源
開
発
の
論
理－

そ
の
批
判

的
検
討－

」
（
二
〇
〇
五
）
、
「
木
曽
川
水
系
の
水
資
源
問
題－

流
域
の
統
合
管
理
を
目
指
し
て－

」
（
二
〇
〇

六
）

（
二
）

Ｂ
に
つ
い
て

木
曽
川
フ
ル
プ
ラ
ン
水
系
で
は
工
業
用
水
は
、
完
全
に
「
余
っ
て
い
る
」
（
裁
判
の
判
決
も
、
不
確
実
な
将
来
に

取
水
・
利
用
す
る
可
能
性
が
ゼ
ロ
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
し
か
な
い
。
結
局
、
愛
知
県
・
三
重

県
・
岐
阜
県
は
、
公
営
企
業
会
計
と
し
て
独
立
採
算
で
処
理
す
べ
き
「
水
源
開
発
費
負
担
」
を
一
般
会
計
で
補
う
と

九



い
う
、
法
の
予
定
す
る
と
こ
ろ
で
な
い
措
置
を
長
期
に
わ
た
っ
て
行
っ
て
お
り
、
こ
の
状
態
が
解
消
さ
れ
る
具
体
的

見
通
し
は
な
い
）
。
そ
の
現
実
の
下
で
、
大
渇
水
時
に
は
「
緊
急
水
（
二
〇
�
／
秒
）
の
み
導
水
」
す
る
こ
と
で
、

「
木
曽
川
水
系
に
立
地
し
ま
す
工
場
の
生
産
へ
の
影
響
」
は
軽
減
で
き
る
と
い
う
論
理
は
、
理
解
に
苦
し
む
。

発
生
確
率
の
極
め
て
低
い
異
常
な
大
渇
水
時
の
〝
二
七
〇
億
円
〞
工
業
生
産
被
害
軽
減
の
対
策
を
、
主
に
「
治

水
」
費
用
で
手
当
す
る
の
は
、
法
的
に
も
経
済
的
に
も
妥
当
な
公
共
投
資
な
の
か
。
こ
の
答
弁
（＝

Ｂ
）
の
意
味
す

る
と
こ
ろ
を
、
公
営
企
業
会
計
の
原
則
と
の
整
合
性
と
の
関
係
で
分
か
り
や
す
く
説
明
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

一
〇


